
1 

 

 

令和６年度における行政機関等の 
個人情報保護法の施行の状況について（概要） 

 

この調査は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「法」という。）

第 165条の定めに従い、法の施行状況を的確に把握し、広く国民に明らかにすることによ

って、個人情報保護制度の適正かつ的確な運用に資することを目的として行ったものであ

る。 

 
≪調査対象≫ 
○ 対象機関・法人 
・ 行政機関（51機関） 
・ 独立行政法人等（190法人） 
・ 地方公共団体の機関（3,275団体（注）） 
・ 地方独立行政法人（165法人） 

（注）都道府県及び市区町村：1,788団体、一部事務組合及び広域連合：1,487団体  

 
○ 対象期間 

令和６年４月１日から令和７年３月31日までの状況について、令和７年３月31日
現在で調査。 

 

１ 個人情報ファイルの状況 

（１）個人情報ファイルの状況 

行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人（以下「行

政機関等」という。）が保有する個人情報ファイル（特定の保有個人情報を検索できる

ように体系的に構成したもの）については、その概要を明らかにすることにより透明

性の確保を図るため、法第 75 条に基づき、個人情報ファイル簿を作成し、公表する

こととされている。 

個人情報ファイル簿を作成している行政機関等では、個人情報ファイル簿を事務所

に備えて閲覧に供するとともに、インターネットを利用して公表している。 

 

○ 個人情報ファイル数（注） 

                                （単位：ファイル） 

年 度 行政機関 独立行政法人等 
地方公共団体の

機関 
地方独立行政法

人 

令和６年度 93,173 14,566 207,075 3,346 

（前年度） 90,489 16,499 219,535 4,649 

（注）個人情報ファイル簿が未作成の場合は個人情報ファイル簿に掲載されるべき個人情報ファイルの数を含む。 
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○ 個人情報ファイル数の推移 

 

（２）個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための利用・提供等の状況 

利用目的以外の目的のために保有個人情報等（注）を利用・提供することは、個別の

法令に基づく場合や、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがない範囲

で一定の要件を満たす場合に限り、認められている。 
（注）法第 69 条に基づく利用・提供については「保有個人情報」が対象、法第 18 条第３項又は法第 27 条第１項

に基づく利用・提供については「個人データ」が対象。以下同じ。 
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○ 個人情報ファイルの利用目的以外の利用・提供等の状況 

 

【法第 69条に基づく利用・提供】 

  （単位：ファイル） 

（注１）独立行政法人等のうち、法別表第二に掲げる法人及び労働者健康安全機構（以下「別表第二法人等」という。）は個人

情報等の取扱い等に関して、民間部門の規律が適用されるため調査項目が異なる。このため、本表においては、別表第二

法人等を除いた独立行政法人等の値を記載している。なお、労働者健康安全機構について民間部門の規律が適用される

のは、病院の運営の業務に限る（法第58条第２項）。 

（注２）地方公共団体の機関が行う法第58条第２項第１号に該当する業務（病院若しくは診療所又は大学の運営の業務）は個

人情報等の取扱い等に関して民間部門の規律が適用されるため調査項目が異なる。このため、本表においては、法第58条

第２項第１号に該当する業務を除いた地方公共団体の機関の値を記載している。 

（注３）地方独立行政法人のうち、試験研究等を主たる目的とする団体又は大学等の設置・管理若しくは病院事業の経営を目

的とする法人については、個人情報等の取扱い等に関して、民間部門の規律が適用されるため調査項目が異なる。この

ため、本表においては、民間規律が適用される地方独立行政法人を除いた地方独立行政法人の値を記載している。 

（注４）「法定の要件を満たす場合」とは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがない範囲で、①行政機関等が

法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報

を利用することについて相当の理由があるとき、②他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人

情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個

人情報を利用することについて相当の理由があるとき、③①～②のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために

保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を

提供することについて特別の理由があるとき、である（法第69条第２項第２号～第４号）。  

一つの個人情報ファイルについて、上記のうち複数の理由により利用目的以外の目的での利用又は提供を行う場合が

あるため、本表の各理由の値の合計と「法定の要件を満たす場合」の値は一致しない。 

  

区 分 年 度 行政機関 
独立行政法人等 

（注１） 

地方公共団
体の機関 
（注２） 

地方独立行
政法人 

（注３） 

個別の法令に基づく場合 
令和６年度 2,918 94 12,083 0 

（前年度） 3,032 82 12,553 0 

法定の要件を満たす場合（注４） 
令和６年度 610 17 14,902 0 

（前年度） 636 5 15,198 0 

 

①行政機関等の内部で利用する
ことに相当の理由のある場合 

令和６年度 56 0 10,263 0 

（前年度） 78 0 10,344 0 

②他の行政機関等に提供するこ
とに相当の理由のある場合 

令和６年度 560 10 5,784 0 

（前年度） 551 2 5,830 0 

③本人の利益や社会公共の利益
のための提供など特別の理由
のある場合 

令和６年度 59 7 1,380 0 

（前年度） 106 3 1,330 0 
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【法第 18条第３項又は法第 27条第１項に基づく利用・提供】 
                                      （単位：ファイル） 

（注１）独立行政法人等のうち、別表第二法人等は個人情報等の取扱い等に関して民間部門の規律が適用されるため調査項目

が異なる。このため、本表においては、別表第二法人等の値を記載している。 

（注２）地方公共団体の機関が行う法第58条第２項第１号に該当する業務（病院若しくは診療所又は大学の運営の業務）は、

個人情報等の取扱い等に関して、民間部門の規律が適用されるため調査項目が異なる。このため、本表においては、法第

58条第２項第１号に該当する業務の値を記載している。 

（注３）地方独立行政法人のうち、試験研究等を主たる目的とする法人又は大学等の設置・管理若しくは病院事業の経営を目

的とする法人については、個人情報等の取扱い等に関して、民間部門の規律が適用されるため調査項目が異なる。このた

め、本表においては、民間規律が適用される地方独立行政法人の値を記載している。 

（注４）「法定の要件を満たす場合（利用）」とは、①法令に基づく場合、②人の生命、身体又は財産の保護のために必要があ

る場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特

に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託

を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによ

り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき、である（法第18条第３項第１号～第４号）。 

一つの個人情報ファイルについて、上記のうち複数の理由により利用を行う場合があるため、本表の各理由の値の合計

と「法定の要件を満たす場合（利用）」の値は一致しない場合がある。 

（注５）「法定の要件を満たす場合（提供）」とは、⑤法令に基づく場合、⑥人の生命、身体又は財産の保護のために必要があ

る場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、⑦公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特

に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、⑧国の機関若しくは地方公共団体又はその委託

を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによ

り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき、である（法第27条第１項第１号～第４号）。 

一つの個人情報ファイルについて、上記のうち複数の理由により提供を行う場合があるため、本表の各理由の値の合計

と「法定の要件を満たす場合（提供）」の値は一致しない場合がある。 

 

利用/提供
の別 

区 分 年 度 
独立行政法人等 

（注１） 
地方公共団体
の機関（注２） 

地方独立行政
法人（注３） 

利用 

法定の要件を満たす場合（利用）
（注４） 

令和６年度 1 69 28 

（前年度） 1 785 37 

 

①個別の法令に基づく場合 
令和６年度 0 66 24 

（前年度） 0 473 37 

②人の生命等の保護のために
必要がある場合 

令和６年度 1 9 23 

（前年度） 1 14 20 

③公衆衛生の向上等のために
特に必要がある場合 

令和６年度 0 17 17 

（前年度） 0 319 19 

④国の機関等が法令の定める
事務を遂行することに対し
て協力する必要がある場合 

令和６年度 0 0 0 

（前年度） 0 0 0 

提供 

法定の要件を満たす場合（提供）
（注５） 

令和６年度 511 716 79 

（前年度） 491 1,525 818 

 

⑤個別の法令に基づく場合 
令和６年度 503 617 67 

（前年度） 462 790 787 

⑥人の生命等の保護のために
必要がある場合 

令和６年度 14 86 20 

（前年度） 16 426 29 

⑦公衆衛生の向上等のために
特に必要がある場合 

令和６年度 10 82 24 

（前年度） 19 382 35 

⑧国の機関等が法令の定める
事務を遂行することに対し
て協力する必要がある場合 

令和６年度 14 100 9 

（前年度） 27 96 20 
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２ 開示、訂正又は利用停止請求の状況 

（１）開示、訂正又は利用停止請求 

○ 開示、訂正又は利用停止請求の件数 

（単位：件） 

区 分 年 度 行政機関 独立行政法人等 
地方公共団体の

機関 
地方独立行政法

人 

開示請求 
令和６年度 101,034 4,291 63,625 5,720 

（前年度） 109,284  4,340 62,844 5,564 

訂正請求 
令和６年度 26 11 212 4 

（前年度） 39 7 159 6 

利用停止請求 
令和６年度 9 1 73 0 

（前年度） 16 10 74 2 

 

○ 開示請求件数の推移 
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（２）開示、訂正又は利用停止決定等 

○ 開示、訂正又は利用停止決定等の件数 
    （単位：件、％） 

区分 年 度 

行政機関 独立行政法人等 

  

計 開示、訂

正又は利

用停止決

定(全部) 

開示、訂

正又は利

用停止決

定(一部) 

不開示、

不訂正又

は不利用

停止決定 

計 開示、訂

正又は利

用停止決

定(全部) 

開示、訂

正又は利

用停止決

定(一部) 

不開示、

不訂正又

は不利用

停止決定 

開示
請求 

令和 
６年度 

99,407 
(100.0) 

54,546 
(54.9) 

40,921 
(41.2) 

3,940 
(4.0) 

4,110 
(100.0) 

2,779 
(67.6) 

1,208 
(29.4) 

123 
(3.0) 

（前年度） 
109,138 
(100.0) 

60,538 
(55.5) 

44,408 
(40.7) 

4,192 
(3.8) 

4,231 
（100.0）  

3,023 
（71.4） 

1,059 
(25.0) 

149 
(3.5) 

訂正
請求 

令和 
６年度 

22 
(100.0) 

0 
(0.0) 

5 
(22.7) 

17 
(77.3) 

9 
(100.0) 

0 
(0.0) 

1 
(11.1) 

8 
(88.9) 

（前年度） 
44 

（100.0） 
3 

(6.8) 
8 

(18.2) 
33 

(75.0) 
6 

(100.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
6 

(100.0) 

利用
停止
請求 

令和 
６年度 

11 
(100.0) 

0 
（0.0） 

0 
（0.0） 

11 
（100.0） 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

（前年度） 
15 

(100.0) 
0 

（0.0） 
0 

（0.0） 
15 

（100.0） 
10 

(100.0) 
1 

(10.0) 
0 

(0.0) 
9 

(90.0) 

 

区分 年 度 

地方公共団体の機関 地方独立行政法人 

  

計 開示、訂

正又は利

用停止決

定(全部) 

開示、訂

正又は利

用停止決

定(一部) 

不開示、

不訂正又

は不利用

停止決定 

計 開示、訂

正又は利

用停止決

定(全部) 

開示、訂

正又は利

用停止決

定(一部) 

不開示、

不訂正又

は不利用

停止決定 

開示
請求 

令和 
６年度 

73,068  
(100.0) 

32,182  
(44.0) 

33,498  
(45.8) 

7,388  
(10.1) 

5,722  
(100.0) 

5,064  
(88.5) 

424  
(7.4) 

234  
(4.1) 

（前年度） 
67,626 
(100.0) 

31,860 
(47.1) 

28,765 
(42.5) 

7,001 
(10.4) 

5,509  
(100.0) 

4,867  
(88.3) 

434  
(7.9) 

208  
(3.8) 

訂正
請求 

令和 
６年度 

207  
(100.0) 

33  
(15.9) 

26  
(12.6) 

148  
(71.5) 

2  
(100.0) 

0  
(0.0) 

1  
(50.0) 

1  
(50.0) 

（前年度） 
153 

(100.0) 
26 

(17.0) 
19 

(12.4) 
108 

(70.6) 
6  

(100.0) 
2  

(33.3) 
1  

(16.7) 
3  

(50.0) 

利用
停止
請求 

令和 
６年度 

72  
(100.0) 

5  
(6.9) 

0  
(0.0) 

67  
(93.1) 

0  
(0.0) 

0  
(0.0) 

0  
(0.0) 

0  
(0.0) 

（前年度） 
66 

(100.0) 
2 

(3.0) 
1 

(1.5) 
63 

(95.5) 
2  

(100.0) 
1  

(50.0) 
0  

(0.0) 
1  

(50.0) 
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（３）審査請求 

開示、訂正若しくは利用停止決定等又は請求に対する不作為について不服がある者

は、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）に基づき、行政機関の長又は独立行政

法人等に対し、審査請求をすることができる。 

 

○ 審査請求の件数 

                                           （単位：件） 

区 分 年 度 行政機関 独立行政法人等 
地方公共団体の

機関 
地方独立行政法人 

開示決定等 
令和６年度 361 59 1,190 18 

（前年度） 273 121 1,106 34 

訂正決定等 
令和６年度 14 4 107 3 

（前年度） 12 5 57 2 

利用停止 
決定等 

令和６年度 4 4 25 0 

（前年度） 4 5 26 0 

 

（４）訴訟 

令和６年度に新たに地方裁判所に提起された開示、訂正又は利用停止決定等の取消

し等を求める訴訟の件数は、下表のとおり。 

 

○ 訴訟の件数 

                                （単位：件） 

年 度 行政機関 独立行政法人等 
地方公共団体の

機関 
地方独立行政法人 

令和６年度 24 4 19 0 

（前年度） 14 1 22 3 

 

３ 安全管理措置の運用状況 

（１）安全管理措置に係る規定の整備状況 

法第 66条第１項に基づき、行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀

損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなけれ

ばならず、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」

及び「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以

下「事務対応ガイド」という。）を参考に、個人情報の適切な管理に関する定めを整備

することとされている。 

 また、別表第二法人等、地方公共団体の機関が行う法第 58条第２項第１号に該当す

る業務及び民間規律が適用される地方独立行政法人は、取り扱う個人データの漏えい、

滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講

じなければならず、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」

（以下「ガイドライン（通則編）」という。）を参考に、個人情報の適切な管理に関す

る定めを整備することとされている。 

 かかる規定の整備状況について調査したところ、以下の状況であった。 

ア 行政機関及び独立行政法人等の状況 

おおむね必要な規定が整備されていることが確認された。なお、保有個人情報又は
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個人データを外国で取り扱うことを想定していないことを理由に、外的環境の把握に

関する規定を定めていない行政機関及び独立行政法人等や、チェックリスト等により

対策を行っていることを理由に、誤送信等を防止するための安全管理措置に関する規

定を定めていない独立行政法人等などが確認された。  

イ 地方公共団体の機関の状況 

  外的環境の把握を除く調査項目（注１）のいずれかについて未整備項目がある団体の

割合は 22.6％（注２）となり、取組が進展したものの、引き続き、人員やノウハウ不足

等を理由として一部の規定を定めていない団体も見られた。 
（注１）保有個人情報の海外での取扱いがないことを理由として外的環境の把握に係る規定を定めていない団体が 

多数認められたことから、外的環境の把握以外の規定の整備状況について記載。以下同じ。 

（注２）前年度調査において、一部の項目に係る規定を整備していないと回答した団体（43.4％）の中に情報セキ

ュリティポリシー等に同様の規定がある団体が見られたことから、今年度調査からより正確な実態把握のた

め選択肢を細分化した。 

 

ウ 地方独立行政法人 

  外的環境の把握を除く調査事項のいずれかについて未整備項目がある法人の割合

は、21.2％（注）となり、取組が進展したものの、設置団体の規定により対応すること

等を理由として、一部の規定を定めていない法人も見られた。 
（注）上記イの地方公共団体の機関と同様、今年度調査から情報セキュリティポリシー等に同様の規定がある団体

についての選択肢を細分化している。なお、前年度調査において、一部の項目に係る規定を整備していないと

回答した法人の割合は 43.0％である。 

 

（２）監査・点検の状況 

  事務対応ガイドでは、監査責任者（内部監査等を担当する部局の長等）が、保有個

人情報の適切な管理を検証するため、定期に、及び必要に応じ随時に監査を行うこと、

また、保護管理者（各課室等の長等）が、各課室等における保有個人情報の記録媒体、

処理経路、保管方法等について、定期に、及び必要に応じ随時に点検を行うことを求

めている。 

また、ガイドライン（通則編）では、講じなければならない措置として、個人デー

タの取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを求めており、そのための手法として、

定期的な自己点検又は他部署等による監査を示している。 

監査及び自己点検に係る規定を整備している団体について、令和６年度における監

査及び自己点検の実施状況について調査したところ、以下の状況であった。 

なお、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人においては、監査計画の策定中で

あることや人員の不足等を理由として、監査及び自己点検が未実施の団体が確認され

た。 
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○ 監査・自己点検の実施状況 
 （単位：％） 

実施状況 年度 行政機関 
独立行政法

人等 

地方公共団

体の機関 

地方独立行

政法人 

監査未実施の 

機関等の割合 

令和６年度 3.9 2.1 35.9 33.3 

（前年度） (8.0) (1.1) (33.7) (40.2) 

自己点検未実施 

の機関等の割合 

令和６年度 3.9 2.6 29.6 24.2 

（前年度） (8.0) (2.7) (26.7) (27.4) 

（注）前年度調査は監査又は自己点検に係る規定を整備済みの団体における監査又は自己点検未実施の機関等の割合

であり、令和６年度は全ての機関等における監査又は自己点検未実施の機関等の割合である。 

 

（３）個人情報ファイル簿の作成・公表の状況 

地方公共団体の機関及び地方独立行政法人について、法第 75条に基づく個人情報フ

ァイル簿の公表状況を確認したところ、個人情報ファイル簿を公表していなかった割

合は、それぞれ前年度の約 10％から約５％となり、改善が認められた（個人情報ファ

イル簿の作成が必要となる個人情報ファイルを保有していない団体を除く。）。 

 

４ 今後の対応 

（１）一部の項目に係る規定の不備等についての対応 

一部の地方公共団体の機関及び地方独立行政法人において、ガイドライン（行政機 

関等編）及び事務対応ガイド上整備が求められている項目のうち、一部の項目につい

て規定が整備されていないことや監査・自己点検の未実施がなお存在していることが

確認された。このため、 該当する地方公共団体の機関及び地方独立行政法人に対して、

必要十分な規定の整備及び監査・自己点検について適切に実施するよう以下のとおり、

注意喚起等を行った上で、次回調査において改善状況を確認することとしたい。 

 

【規定未整備に係る対応】 

一部の項目に係る規定を整備していない理由として、規定を作成するためのノ

ウハウ不足を挙げる団体が認められたことから、当委員会において作成した規定

のひな型である「地方公共団体等における保有個人情報等取扱要領等」の活用を

促すなど、適切に規定が整備されるよう注意喚起を行うこととしたい。 

 

【監査・自己点検未実施に係る対応】  

依然として具体的な実施方法が整備されていないことから未実施となってい

るとの回答も認められた。このため、当委員会のホームページで公表している

「地方公共団体等における監査のためのチェックリスト」を活用して、適切に

監査・自己点検を実施するよう注意喚起を行うこととしたい。 

 

（２）個人情報ファイル簿未公表に係る対応 

前年度の調査において個人情報ファイル簿が未公表となっていた一部の地方公共

団体の機関及び地方独立行政法人に対しては、注意喚起とともに個別に実施状況の

フォローアップを行った結果、未公表の団体はおおむね半減（約10％→約５％）し

たところである。 

引き続き未公表の団体に対しては、個別に働きかけを行い、公表を促すこととし

たい。 


